
生駒市条例第８号 

生駒市北部地域整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

平成２４年３月２９日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市北部地域整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を

改正する条例 

 生駒市北部地域整備促進基金の設置、管理及び処分に関する条例（平成９年３

月生駒市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「生駒市土地開発公社」の次に「及び生駒市病院事業会計」を

加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


